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唯
一

の

高
等
文
官
試
験
の

出
身
者
で

は

な
い

今
日
的
に

言
え
ば

ノ

ン

キ

ャ

リ

ア

の

局
長
で

あ
る
、

松
尾
長
造
に

よ

り
行
政
事
務
が

統
括
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

。

宗
務
行
政

の

実
施
し

た

調
査
と

そ
の

特
徴

石

　
井

　
研

　
士

　
本
発
表
は

、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
「

戦
後
の

宗
務
行
政
が

実
施
し

た

調
査
の

実
体
解

明
と

宗
教
団

体
に

及
ぼ

し
た

影
響
の

研
究
」

（
平

成一
．

三

年
度
ー

二

七

年
度）

の
一

部
を
な
す
も
の

で

あ
る

。

　
本
研
究
は

、

戦
後、

宗
務
行
政
が

実
施
し
て

き
た

実
に

数
多
く
の

調
査

と

膨
大
な
報
告
書
を

収
集、

分
析、

公

開
す
る
こ

と
で
、

戦
後
の

宗
教
団

体
の

あ

り
方
や

日
本
人
の

宗
教
性
に

関
す
る

研
究
を
進
め

る

こ

と
を

口
的

に

し

て

い

る
。

具
体
的
に

は
、

 
戦
後、

宗
務
行
政
が

行
っ

て

き
た

調
査

と
成

果
の

全

貌
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と
、

 
戦
後
の

宗
務
行
政
が

宗

教
団

体
の

あ

り
方
に

与
え
た

影
響
を

実
証
的
に

解
明
す
る

こ

と
の

二

点
を
目
的

と
し
て

い

る
。

本
報
告
は
、
．
 
に

関
わ
る

研
究
成
果
の
一

部
で

あ
る

。

　
宗
教
の

調
査

自
体
は

、

戦
後
に

な
っ

て

初
め

て

行
わ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
も
の

で

は
な
い

が
、

戦
後
の

宗
教
調

査
は
、

昭
和
二

二

年
に

組
織
さ
れ

た
九

つ

の

学
会
の

連

合
体
で

あ
る

九

学
会
連

合
の

調
査
に

も
見
ら
れ
る

よ

う
に
、

大
規
模
に

な

り
、

量
的
に

著
し

く
増
加
し

て

い

っ

た
。

宗
務

行
政

に
お

い

て

も、

次
々

と

調

査
が

実
施
さ

れ
て

い

っ

た
。

こ

れ

ら

の

調
査

は
、

当
時
の

杜

会
的
必

要
性
に

よ

る

と

こ

ろ

が

大
き
か
っ

た
。

宗
教

法
人

令
下
に
あ
っ

て、

宗

務
行
政
を

行
う
た
め

、

ま
た
国
民
生
活
に

資
す
る
と

考
え
ら
れ

た

調
査
が
次
々

に

実
施

さ
れ

た
。

　

井
門
富
二

夫
は
昭
和
三

〇

年
代
の

官
庁
調
査
を

振
り
返
っ

て

次
の

よ
う

に

述
べ

て

い

る
。

「

宗
教
法
人

法
が

生
ま
れ
て
、

ち
ょ

う
ど
一

〇

周
年
を

迎

え
よ

う
と

し
て
い

た

こ

の

昭
和
三

五

年
・

三

六

年
と
い

う
時
期
は
、

宗

務
課
に

と
っ

て

も、

あ
る

意
味
で

大
変
な

変
動
の

時
期
で

あ
っ

た
。

宗
教

法
人
法
の

誕
生

後
間
も
な

く
占
領

軍
が

撤
退
し

、

日

本
が

再
び

独
立

を
と

り
も
ど

し

た

頃
は
、

新
憲
法
も

、

そ

の

精
神
に

も
と
つ

い

て

生

ま
れ
た
宗

教
法
人
法
も、

わ

が

国
の

宗
教

界
に

は
ま
だ
ま
だ

根
づ

い

て

は

い

な
か
っ

た
。

そ
ん

な
状
況
の

中
か

ら
、

三
〇

年
代
前
半
に

靖
国
国
家
護
持
論
な
ど

の

複
雑
な

問
題
も
発
生
し

て

き
て

、

宗
教
法
人

法
に

い

わ
れ

る

「

宗
教
法

人
」

「

宗
教
団

体
縣

と

は

何
か、

と
い

う
基
本
理
念
に

対
す
る

疑
問
す
ら

一

般
社
会
か

ら

問
い

か

え
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

た
。

」

　

昭
和
三
一

年
か
ら

「

儀
式
行
事
・

信

徒
の

教
化
育
成
」

調
査
が

実
施
さ

れ
、

翌
年
に

『

儀
式
行

事
、

信
徒
の

教
化
育
成
A
・

B
』

が
刊

行
さ
れ
た

。

昭
和
三

六

年
に

は

「

宗
教
の

定
義
を
め

ぐ
る

諸
問
題』

が

刊
行
さ
れ
、

昭

和
三
五

⊥
二

六

年
に

は

宗
教

団
体
の

類
型

調
査
が

実
施
さ
れ

、

翌
年
『

宗

教

団
体
類
型

調
査
の

斛
説
』

が
刊

行
さ
れ
た
の

は
、

こ

う
し

た

状
況
が
背

景
に

あ
っ

て

の

こ

と
で

あ
る

。

　

昭
和
四

〇

年
代
以

降、

宗
務
行
政
の

行
う
調
査
は、

お
お

よ

そ
二

つ

に

集

約
さ
れ

て

い

く
。

「

宗

教
法
人
の

行

う
事
業
調

査
」

「

宗

教
法

人
の

組

織
・

運
営
等
に

関
す
る
調
査
」

「

海

外
に

お

け
る

宗
教
事
情
に

関

す
る

調

査

研
究
」

の

三

つ

で

あ
る

。

　
森

岡
清

美
は

宗
教
の

実
態
調
査
を

、

調
査
の

目
的
に

従
っ

て
、

科
学
的

口
的、

実

践
的

目
的

、

サ
ー

ビ

ス

的
目
的
の

三

つ

に

分
類
し

て

い

る
。

行

政
に

よ
る

調
査
は
サ
ー

ビ

ス

的
目
的
調
査
で
、

研
究
者
も
教

団
も

特
別
の

（1059＞225

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 2部会『宗教研 究』85巻 4輯 （2012年）

関
心
を
持
た
な
い

が、

社

会
に

と
っ

て

は
重

要
な
問
題
で

あ
り、

ま
た
研

究

者
も
教

団
も
と
も
に

興
味
を
も
ち
な
が
ら、

費
用
と

時
間
の

点
で

余
裕

が
な
い

た
め
に

取
り
ヒ

げ
ら
れ

な
い

重

要
な

問
題
を

調
査

。

民
間
の

団
体

や
、

時
に

よ
っ

て

は

役
所
が

、

研
究
者
の

協

力
と

広
く
諸
教
団
の

賛

助
を

得
て

行

う
調
査
で

あ
る

。

　

調
査

方
法
や

対
象
も

変
化
し
、

森
岡
が

指
摘
し
た
分

類
も
そ
の

ま
ま

現

状
に

当
て

は

め

る

こ

と
が

で

き
る

か
ど

う
か
は

再

考
が
必
要．
で

あ
ろ

う、

そ

れ

で

も、

宗
教
団
体
へ

の

不
信
感
や

偏
見
が

極
め

て

強
い

現
状
に

お

い

て
、

行
政、

宗
教
団
体

、

研
究
者
に

協
力
よ

る

大
規
模
な

調
査
の

持
つ

意

味
は
、

小
さ
く
な
い
。

ま
た
、

研
究
上
に

お

い

て

も
、

研
究

者
の

調
査
を

補
足
す
る

役
割
を
果
た

し
て

お

り、

十
分
な

意
味
を
持
つ

も
の

と

考
え
る

こ

と

が

で

き
る

。

戦
後
日

本
宗
教
ナ
シ
ョ

ナ

リ
ズ

ム

の

　

分
析
枠
組
に

関
す
る

試
論

塚

　
田

　
穂

　
高

　

本
報
告
で

は
、

戦
後
日

本
の

「

国
家
−

宗
教
」

を
め

ぐ
る

諸
問
題
を
論

じ
る

た

め

の

枠
組
を

検

討
す
る

。

戦
後
日

本
社

会
に

お

け
る

「

政

教
問

題
」

の

例
と
し
て

は、

政

教
分
離
訴
訟

、

「

靖
国
問
題
」

、
宀

示

教

団
体
の

政

治

活
動
（
よ

り
広

く
捉
え
れ

ば

歴

史
教

科
書
問
題
や、

国
旗
・

国
歌
問
題

も
）

な

ど

が

挙
げ
ら
れ
る

。

こ

れ
ら
は

、

当

然
「

政
教
分

離
」

「

信
教
の

自

由
」

を
め

ぐ
る

も
の

だ
が
、

そ
れ

を

考
察
す
る
に

は

戦
前

（

近

代）

日

本
の

「

国
家
i
宗
教
」

枠

組
に

も
目

を
配
る

必
要
が
出
て

く
る

。

こ

こ

で

は、

村
上

重
良
・

島
薗
進
の

「

国
家
神
道
」

論

（

神
社
神
道
／

皇
室

祭
祀

／
天

皇
崇
敬
シ

ス

テ

ム
、

下
支
え

す
る

運

動
な

ど
の

構
成
要

素
）

、

な
ら

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
オ
じ

ソ

ド

キ
シノ
　
　

　
　
　

ヘ
テ

ロ

ジ

に

ニ
ア

ス

び
に

安
丸
良

夫
の

「

正
統
」

「

　
0
　
異
端
」

「

　
H
　
異

端
」

論
を

参

照
し
て

お

く
（
島
薗
『

国
家

神
道
と

日

本
人
』

、

安
丸
「
近

代
天
皇

像
の

形
成』
）

。

本
報

告
で

焦
点
化
す
る
の

は
、

戦
後
日
本
に

お
い

て

宗
教
団
体

が
自

前
の

政
党
（
政
治
団
体）

を

結
成
し

、

実
際
の

選

挙
政
治
活
動
に

進

出
し
た
事
例
で

あ
る

。

こ

う
し
た

活
動
の

展
開
に

は
、

強
い

動
機
と

現
状

変
革
意
識
、

運

動
教

勢
が
あ

り
、

当
該
運
動
が

内
包
す
る

宗
教
ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

が

そ

こ

に

強

く
絡
ん

で

い

る

と

推
測
で

き
る

た

め

で

あ
る

。

こ

の

領
域
で

は
、

す
で

に

中
野

毅
が

終

戦
〜
八

〇

年
代
前
半
ま
で

の

宗
教
と

政

治
の

状
況
・

創
価
学
会
−

公

明
党
の

政

治
進
出
に
つ

い

て

の

成
果
を

提
出

し

て

い

る

（
『

戦
後
凵

本
の

宗

教
と

政

治
』

）
。

本
報

告
は
、

そ
の

後
の

展

開
と

事
例
を

詳
し
く
扱
う
こ

と
で
、

研
究
史
に

蓄
積
と

更
新
を

加
え
よ
う

と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

教
団
独
自
の

政
治
進
出
を

論
じ

る

前
提
と

し
て、

戦
後
日

本
の

宗
教
ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

の

「

正

統
」

「

主
流
」

と

言
え
る

動
き
を
つ

か

ん

で

お

く
。

そ
れ
は
、

自
由
民
主

党
と

完
全
に

歩
を
一

に
し
て
は

い

な
い

が、

憲
法

改

正
・

天
皇

元
首
化
・

再
軍
備
な
ど

を
目
指
す
派
と
結
び

つ

い

た

教
団
・

運

動
群
で

あ
る

。

具
体
的
に

は
、

神
社
本
庁
1

神
道
政
治
連
盟、

生
長
の

家

−
生
長
の

家
政
治
連
合
や、

凵
本
を
守
る
会、

英
霊
に

こ

た
え
る

会
、

新

し
い

歴
史
教
科
書
を

つ

く
る

会、

日
本
会
議
と

い

っ

た

「

保
守
」

合
同
運

動
で

あ
る
。

こ

れ
ら
は
、

憲
法
改
正
・

紀
元
節
復
活
・

元
凵 、
ウ

法
制
化
・

靖

国

国
家
護
持
・

教
科
書
改
訂
・

愛
国
心
高
揚
・

国

旗
国

歌
法
制

化
な
ど
を

大

枠
に

お
い

て

共
通
し
て

主
張
す
る
も
の

で
、

現
に

い

く
つ

か
は

制
度
化

さ
れ
た

。

こ

れ
は
神
道
指
令
と

政
教
分
離
に

よ
っ

て

断
た

れ

た

「

国
家
神

226（1060）
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